令和8・9・10年度  小工事希望者登録申請書提出要領
１ 対象者
  130万円以下の小工事（内容が軽易かつ履行の確保が容易な小規模な修繕工事）の  施工を希望する市内本店業者

２ 受付期間
① 定期受付
令和7年12月8日～令和8年1月16日
午前8時30分から午後5時15分まで（土、日曜日、祝休日を除く）
② 随時受付
令和8年4月1日から随時受け付けます。
（土、日曜日、祝休日等を除く）
３ 有効期間
① 定期受付
令和8年4月1日～令和11年3月31日（3年間）

② 随時受付
申請書を提出し、登録が認められた日から令和11年3月31日まで
４ 提出方法
  契約管財課窓口まで持参してください。
５ 提出書類

① 小工事希望者登録申請書
必要事項を記入
（第1号様式）　　　　　 ※適格請求書発行事業者の場合、インボイス登録番号を記入してください。

② 商業登記事項証明書の写し
法人の場合
※組合等で、商業登記がない場合は、組合員名簿が必要
③ 代表者の身分証明書
法人でない場合
※組合等で、②がない場合は、代表者の身分証明書必要

④ 市税の完納証明書
本市市税の完納証明書
※組合等で、②がない場合は、代表者の市税の完納証明書が必要

⑤ 許可書等の写し
許可・登録等を必要とする業種の場合
※建設業の許可を取得していない場合は、官公庁又は民間での実績が分かる書類が必要となります。（契約書の写し、見積書、請求書など）

⑥ 申請書提出控
受付印を押しますので、申請者の欄に商号又は名称を記入してください。

⑦ 口座振替依頼書
・新規申請の場合は必要
　　　　　　　　　　　　　 ・前回登録時の振込先口座情報に変更がない場合は不要
※提出書類①～⑤までを左上でホチキス止めし、⑥・⑦とともに提出してください。
各証明書（写しも可）は、発行後3か月以内のものを添付してください。

６ 変更手続
  申請事項に変更が生じた場合、速やかに変更届（第2号様式）を提出してください。

７ 提出先
  大垣市役所 3階 総務部契約管財課契約グループ
  代表電話    ：（0584）81-4111  内線2335
直通ダイヤル：（0584）47-8341
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